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会議名 令和２年度 第３回 小金井市学童保育所運営協議会 

事務局 

(担当課) 

児童青少年課 

開催日時 令和２年１１月２４日（火）19時 00分～20時 00分 

開催場所 オンライン会議 

出 

席 

者 

委員 鈴木委員長、坂根副委員長、中山委員、長尾委員、小林委員、田口委員、

岩野委員、中島委員、坊本委員 

事務局 山田学童保育係長 

会議次第 １ 開会 

２ 議題 

（1）動画撮影等に関する取決めについて 

（2）その他 

３ 閉会 

配布資料 【資料２－９】動画撮影等に関する取決めについて 

【補足資料】ご質問内容に対する回答等 

  議事 １ 開会 

（1）鈴木委員長より挨拶 

（2）報告 

 ・コロナ対応のマニュアルについて→各学童の指導員に周知済み 

 

２ 議題 

（1）動画撮影等に関する取決めについて 

（市）動画撮影等に関する取決め案については、委員の皆様の意見を踏ま

え、市の方で再検討を行った。本日は、改めて提案させていただきたい。

今回の修正点は２点である。昨年いただいた質問・要望をもとに、修正を

加えた。 

①動画共有サイトおよびＳＮＳへの投稿等については、個人が特定できる

形で映っている者の同意なく行わないこと。 

②学童保育所が卒所記念品として写真をＤＶＤ等でプレゼントしている

場合、父母会が全家庭に同意を取れば、父母会として活用することがで

きる。問題が生じた場合は父母会が責任を負うこと。 

以上の２点である。 

（学）学童保育所行事であっても、父母会で全家庭に同意を取れば、写真

等提供しても構わないという理解でよろしいか。 



（市）良い。この内容で良いか学保連で検討をお願いし、問題なければ年

度内に取決めを確定させたい。 

（学）承知した。 

 

（2）その他 

① 宅配弁当について 

（学）冬休み期間の宅配弁当について 

（市）メールで差し上げている日程をもとに各学童で調整していただきた

い。 

② 令和３年度予算要望について 

（学）予算要望について。検討の状況はどうか。 

（市）学童保育所から上がっている要望とリンクさせ、予算を調整中。指

導員の要望があるもの、保育にあたっての安全に関わるもの、次年度の準

備のために必要なものなど、予算要求をしている。市の内部での調整に入

っている状況。議会上程の段階で改めてご報告したい。 

（学）コロナが増えている。今後、学校や学童で発生した場合の一斉連絡

の手段についてメールシステムの導入は検討しているか。 

（市）導入のタイミングとしては好機と考えている。令和２年度中の導入

はできない。このため、今年度は従前どおり、父母会のメーリングリスト

を活用させていただいて、情報提供をお願いしたいと考えている。父母会

未加入家庭に対しては指導員から個別に連絡している。タイミングが合え

ば学童を通して手紙での周知も行っていきたい。情報提供に漏れが出ない

よう注意を払いたい。 

（市）緊急事態宣言が出た時に学校メールを通して伝えたこともあった

が、問い合わせが学校に行ってしまう案件もあり課題の多い連絡方法だと

認識している。指導員が感染した場合と児童が感染した場合では、学校側

の方が連絡の伝達が早いことが想定される。保護者に伝えるより先に連絡

が学校から行く場合があることをご承知いただきたい。 

（学）実際考えられているシステムとはどのようなものか。 

（市）まだ予算要求している段階。メール以外の機能が付随するものを導

入したいと考えているが、金額面もあり、要望どおりになるかはわからな

い。 

（学）父母会のメーリングリストに入っていない人への対応について話が

あったが、父母会の加入状況は学童側が把握しているのか。 

（市）父母会の加入状況については指導員の方で把握していると聞いてい

る。 



（学）コロナ対応のマニュアルは父母会も見ることができるのか。 

（市）学校や保育園のマニュアルも参考にしているため、指導員止まりと

している。ご理解いただきたい。 

（学）学童の事務室で見せてもらうことはできるのか。 

（市）事案ごとに対応は様々で混乱を来すことが考えられるため、公開は

控えている。ご理解いただきたい。内容を簡単にご説明すると、このマニ

ュアルには、児童の同居の家族が濃厚接触者になった場合、陽性になった

場合、児童が濃厚接触者になった場合、陽性になった場合の大きく４パタ

ーンにおける学童保育所の対応について書かれている。学童を開所するの

か、休所するのか、育成料をどうするのかなど、個別の事案ごとにパター

ン化して対応できるようイメージしたものである。 

（学）休所日数はどのように決まるのか。 

（市）日数については個別の事案ごとに判断を求められるものであり、何

日と事前に決めることは難しい。保健所からの指導によって対応も変わ

る。個別の事案ごとの状況、保健所からの助言等をもとに判断することに

なる。当該マニュアル内にも具体的な日数等についは記載されていない。 

 

（市）次回の小金井市学童保育所運営協議会は１２月２２日（火）を予定 

 

３ 閉会  


